
（仮称）神楽山風力発電事業環境影梱評価準備書に対する環境影馨評価法（平成9年6月
1 3 日法律第 8 1 号）第 20 条第 1 項の意見

令和2年8月3日

1 総括的事項
(1)本事業計画は、 いわき市北部の 神楽山を含む稜線上において大規模な風力発電所

を建設するものであるが、 対象事業実施区域及びその周辺は保安林を含む豊かな自
然環境を有する地域であること、 また令和元年東日本台風等により甚大な被害を受
けた地域であること等を踏まえ、 最新の環境対策や施工方法、 防災対策等を積極的
に採用することにより、 事業の実施による環境への影響を最大限低減すること。 ま
た、 風力発電機等を長期間に亘り稼働させる計画であることから、 供用中は適切な
運転管理及び設備更新等を行い、 経年劣化による不具合等により周辺環境への影馨
の増加が生じないようにすること。

(2)今後、 事業内容を変更する必要が生じ、 当該変更が既存の環境影響評価結果に影
響を与える可能性がある場合には、 当該変更内容に係る調査、 予測及び評価を実施
した上で適切な環境保全措置を講じること。

(3)事業の実施に当たっては地元住民の理解が不可欠であることから、 住民に対し、
事業による環境への影響を積極的かつ分かり易く説明して十分な理解を得るととも
に、 住民からの意見や要望に対して誠意を持って対応すること。

また、 工事施工業者等に対する指導・監督を徹底した上で環境影響評価準備書
（以下、 「準備書」という。）に記載している環境保全措置を確実に実施し、 その経

過や結果を事業者のホ ー ムペー ジにおいて公表するなど、 積極的な情報公開に努め
ること。 なお、 環境影咽評価図書の縦覧期間終了後もインタ ーネットによる縦覧を
可能にするなど、 事業の周知徹底を図り、 住民の利便性向上に努めること。

(4)適切な環境保全措置の実施に当たっては、 固定価格買取制度(FIT)による事業
収益が生じなくとも適正に対応する必要があること。 また、 本事業計画が福島県の
自然環境を改変して実施されることを十分に認識した上で、 環境保全措置を含む事
業内容が健全に持続可能なものとなるように計画し、 計画施設の稼働中に発電した
電気エネルギーが有効かつ効果的に利用されるよう、 事業者において自主的に検討
することが望まれる。

2 騒音、 振動及び低周波音について
(1)騒音、 振動及び低周波音の感じ方には個人差があり、 風力発電機の立地環境や住

宅の状況も異なることから、 事業の実施に当たり周辺住民の生活環境への影習が明
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